
 

令和 5 年栃木労働基準監督署管内労働災害発生状況 
（令和６年２月末現在における栃木監督署コメント） 

 
  栃木労働基準監督署管内における令和６年２月末現在の休業４日以上の労働災害（新

型コロナウイルス感染症に関連した件数を除く）については、全産業で６９７件発生し

ており、前年同期と比較し９８件の増加（１６．４％増）となりました。また、死亡災

害については、７件発生しており、前年同期との比較では３件増となっています。 

 令和６年２月末現在における労働災害を分析すると、以下の特徴が挙げられます。 

① 業種別にみると、「製造業」においては２月末現在２１６件と、対前年比で４２件

（２４．１％）の増加となっており、特に「食料品製造業」や「金属製品製造業」で

の災害が目立っています。 

 「土石採取業・鉱業」においては２月末現在で１０件と、対前年比で３件（４２．

９％）の増加となっており、コンベアへの巻き込まれによる重篤な災害も発生してい 

ます。 

「建設業」においては２月末現在で５８件と、対前年比で４件（７．４％）の増加

となっています。 

また、「道路貨物運送・貨物取扱い業」においては２月末現在で９０件と、対前年

比で６件（７．１％）の増加となっており、死亡災害が３件発生しています。 

さらに、「第三次産業」全体においては２月末現在で３０８件と、対前年比で３８

件（１４．１％）の増加となっており、「社会福祉施設」や「小売業」での災害が目

立っています。 

② 事故の型別でみると、「転倒」災害が１５３件と最も多く、次いで「墜落・転落」災

害が１３８件、「動作の反動・無理な動作」災害（歩行中に捻挫した、物を持ち上げ

たところ腰を負傷した等）が９９件となっています。「動作の反動・無理な動作」災

害は年々増加傾向にあります。 

  事故の型について起因物別でみると、「転倒」災害においては、依然として「通路」

や「作業床、歩み板」における災害が約６割を占めており、「墜落・転落」災害にお

いては、「トラック」や「はしご」からの「墜落・転落」が突出している状況です。 

③ 高年齢労働者（５０歳以上）における労働災害は３６４件と全体の半数以上を占め

ています。事故の型別として、「転倒」災害では、全体の１５３件のうち１０３件（約

７割）は高年齢労働者が占めており、特に高年齢労働者の女性で多発している状況に

あります。 

 

 令和６年度は、「第１４次労働災害防止計画」及び「Ｓ＋Ｓ（持続可能な安全作業）」

推進運動！の２年目となります。１４次防の計画目標・重点事項等及び「Ｓ＋Ｓ」推進

運動の実施要項を年度初めに再度ご確認いただき、安全衛生活動の取組みをお願いいた

します。 

 

 

 


